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表紙のイラストは、大磯駅前洋館(旧木下家別邸)です。 

 

この建物は、大正元年（1912 年)貿易商の木下建平氏の別荘として建築された洋館です。アメリカ帰りの日本人建築家・小

笹三郎氏による設計と推察されており、日本最古のツーバイフォー住宅で、敷地が三角形であることから、三角屋敷の名称で地

域に親しまれてきた大磯駅前のランドマークです。 

過去に幾度となく消失の危機に瀕していましたが、平成 22 年(2010 年)に大磯町の所有となりました。築 100 年にあた

る平成 24 年(2012 年)には、国登録有形文化財(建造物)に指定され、大磯町景観重要建造物にも指定されています。 

現在は、民間企業に定期借家による貸付をしており、本格イタリアンとピッツァを楽しめるレストランの他ウェディング等のパ

ーティ・イベント空間、テレビなどの撮影スポットなど多目的に使用されています。 

これからも町の玄関口で、国内外からの多様な方々の訪問をお待ちしています。 

 

 ※この計画での空き家は、送り仮名の付け方(昭和 48 年内閣告示第２号)に基づき、原則

｢空き家｣と表記しますが、法律名、計画名、協議会の一部の用語については、｢空家等対策

の推進に関する特別措置法(平成 26 年法律第 127 号)｣に基づき｢空家｣と表記します。 

 

*空家等 建築物・付随する工作物であって、概ね居住等に用いられていない建物および敷

地と跡地(国又は地方公共団体が所有または管理するものを除く) 

 

*特定空家等 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は

著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著し

く景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不

適切である状態にあると認められる空家等 

 

*空き家 建築中の建築物を除いた広義の空き家 
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第１章 現状と課題 

1-1 全国の状況 

 

全国的な人口減少、少子超高齢社会、独居世帯の増加等の一方で、新たな住宅供給が継

続されること等により、構造的に空き家が増える状況にあります。 

空き家の増加とともに適切な管理が行われていない空き家も増え、防災、衛生、景観など

地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることから、特に深刻な状況にある空き家

に対する措置や、空き家の利活用者に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため空家

等対策の推進に関する特別措置法(以下｢空家特措法｣という｡)が、平成 27 年２月に施行さ

れました。 

 
図 1 空き家数及び空き家率の推移-全国 

 
 

 

空き家等の除却1・減築、利活用が進まなければ、空き家等がさらに増加することが予測さ

れます。その中の利活用可能な空き家等については、地方創生戦略・地方再生策の一環とし

て、空き家の用途転換を含む積極的な利活用が全国的に検討されています。 

また、相続登記が行われていないことにより、住宅・土地等の所有者・管理者が特定できな

いケースが増えており、第三者による空き家の利活用が困難になっていることから、空き家

になる前の予防的対策が避けられない課題となっています。 

そのような中、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響を受け、生活や事業のあ

らゆる場面に変化がもたらされ、空き家に対する位置づけも変わりつつあります。 

 

 

 

 

 

 

                            
1 除却 空き家の取り壊し 

(平成 30 年度住宅土地統計調査 :総務省) 
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「常態である」とは、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針では、「建築物等

が概ね年間を通して建築物等の使用実績がないこと」と例示しています。 
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1-2 大磯町の住宅と空き家の状況 

1-2-1 住宅と空き家数の推移 

平成 30 年 10 月 1 日現在、大磯町全体の住宅総数は 14,080 戸で、この内空き家総数

は 1,680 戸（空き家率 11.9％）となっており、前回空き家率(13.0％)と比べて 1.1 ポイン

ト減っています。 

一方、二次的住居や賃貸などの利用目的が定まっていない「その他の住宅」は 900 戸か

ら 1,010 戸に増え、割合は 6.4％から 7.2％に増加しています。 

 
図 2 近年の空き家数 

出典：総務省 住宅土地統計調査 

 

 
図 3 住宅土地統計調査の住宅区分(下に記載の数字は、H30 大磯町統計値) 

 

 

年次 
住宅 

総数 

居住有 

住宅 

一時 

現住

者 

空き家 

総数 

二次的住

宅 
賃貸用 売却用 

その他の

住宅 

建築

中 

居住無住

宅 

H15 13,120 11,630 30 
1,430 

(10.9％) 
370 490 60 

520 

(4.0％) 
30 1,490 

H20 12,950 11,320 50 
1,570 

(12.1％) 
210 590 60 

710 

(5.5％) 
10 1,630 

H25 14,110 12,040 80 
1,840 

(13.0％) 
330 530 80 

900 

(6.4％) 
160 2,070 

H30 14,080 12,330 40 
1,680 

(11.9％) 
340 330 - 

1,010 

(7.2％) 
30 1,750 
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「空き家率2」は、国平均より低く、県平均より高い状況で、「その他の住宅率3」については、

極めて高くなっています。 

 
図 4 空き家率の推移と国・県との比較 

 

 
出典：総務省 住宅土地統計調査 

 

 

 
図 5 空き家率とその他の住宅率のバランス 

 

 
出典：総務省 住宅土地統計調査 

 

                            
2 空き家率＝空き家数÷住宅総数 
3 その他の住宅率＝その他の住宅数÷住宅総数 
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1-2-2 居住有り住宅・空き家の内訳 

居住有り住宅では、戸建て率、持ち家率、高齢者のみ世帯のいずれも全国平均より高くな

っています。また空き家では、戸建て率が一段と顕著です。 

 
図 6 居住有り世帯の内訳 

 
図 7 空き家に占める戸建ての内訳 

                       出典：総務省 住宅土地統計調査 

 

図 6 の町①（一戸建て居住有り住宅 9,960 件）では、建築年次不詳を含め約 30％

(2,950 戸)が昭和 56 年以前の旧耐震基準の建物になっています。全体の約 56％

(5,590 戸)が、築 20 年以内の建物になっており、全国と比較すると、築年数の浅い住宅

が多い状態です。 

 
図 8 戸建て住宅の建築年次別内訳 

 
出典：総務省 住宅土地統計調査 

30％ 

56％ 

36％ 

46％ 
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 図 6 の町②（居住有り住宅で持ち家 9,990 世帯）では、子の居住地が片道 1 時間以内

が約 6 割以上となっている。高齢世帯では約 55%となっている。 

 
図 9 子の居住地 

 
出典：総務省 住宅土地統計調査 

 

 

 

 

空き家(合計 1,680 戸)では、23.8％(400 戸)に腐朽や破損などの問題があり、全国や県

下の平均とほぼ同じ割合になっています。 

 
図 10 空き家の腐朽・破損の有無 

 国 県 町  

有り 22.4％ 17.3％ 23.8％ 

無し 77.6％ 82.7％ 76.2％ 出典：総務省 住宅土地統計調査 

 

 

 

 

建物の建築には、敷地が４ｍ以上の道路に２ｍ以上接していることが必要になります。空

き家の接道状況では、半数以上の 860 件が４ｍ未満であるため、再建築不可もしくは再建

築にあたってはセットバックが必要になっています。 

 
図 11 空き家の接道状況 

出典：総務省 住宅土地統計調査 
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1-3 空き家対策の取組み経過 

(1)平成 25 年度～平成 26 年度 

国の事業で神奈川県がモデル実施した「空家管理等基盤強化推進事業4」において大磯

町がモデル地区として選出され、北下町・南下町・北本町、南本町及び茶屋町を対象に神奈

川県居住支援協議会により目視実地調査を行い、空き家数(平成 26 年３月)を把握しまし

た。 

◎ 翌年度には、神奈川県司法書士会空家対策委員会が登記簿調査による所有者の特定及

び現地聞取りを行い、空き家台帳を作成しました。 

 

(2)平成 27 年度 

◎ 平成 27 年 10 月～平成 28 年１月 空き家等に関するニーズ等を把握するため、大磯

市5（おおいそいち）の来場者、出店者アンケートを実施しました。 

◎ 平成 27 年 11 月～12 月 下町地区空家台帳をもとに、町職員による現地調査と建物所

有者に対するアンケート調査を実施しました。 

 

(3)平成 28 年度 

◎ 平成 29 年３月  大磯町空家等対策に関する指針（素案）～既存ストックを活かし未来

につなぐためのガイドライン～を作成しました。 

 

◎ 平成 29 年３月  不動産や法務に関する専門家の知見等を空き家問題解決に活用する

ため、全日本不動産協会西湘支部、宅地建物取引業協会湘南中支部、神奈川県司法書士

会、一般社団法人 colorful と空き家等対策に関する協定を締結しました。 

 

(4)平成 29 年度 

◎ 平成 29 年６月～８月  神奈川県企業庁水道局から提供(平成 28 年 10 月時点)され

た水道休栓情報(集合住宅 423 室を含む全 1,673 件)と固定資産税課税台帳(家屋

課税台帳)を突合し、情報一致した納税義務者 847 件(人)に対するアンケート調査を

実施しました。 

 

◎ 平成 30 年３月  空き家管理活動を行う一般社団法人大磯町シルバー人材センターと

空き家等対策に関する協定を締結し、一般社団法人 colorful との空き家等対策に関

する協定は終結しました。  

                            
4空家管理等基盤強化推進事業 地方公共団体を主体とした多様な主体の連携による地域の空き家の適切な管

理等に関する相談体制を整備する事業を行おうとする者に対し、または空き家の適正な管理を支援する空き

家管理ビジネスを育成・普及する事業を行おうとする者に対し、国がその実施に要する費用の一部を補助す

るもの。 
5 大磯市（おおいそいち） クラフトやフードなど約 190 店舗前後がミナト(大磯港)に集まる催し物で、毎

月第 3日曜日に開催している。大磯二宮漁業協同組合をはじめとした８団体により「大磯市実行委員会」が

構成され、2010 年 9 月から開催している。 
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(5)平成 30 年度 

◎ ホームページに掲載している空き家情報を一斉送信するため、湘南ケーブルテレビで実

施する easy-pocket の活用を開始しました。 

◎ 空き家に関する啓発冊子を２種類作成し、空き家相談の際に活用するとともに、地域ケ

ア会議6において、空き家予防の啓発を始めました。 

◎ 区長連絡協議会の協力による、１年

以上人の出入りが無い空き家のマ

ッピング調査を実施し、226 件の

空き家を把握しました。 

 

(6)令和元年度 

◎ 平成 31 年１月～令和元年 12 月 

マッピング調査で把握した空き家

の所有者アンケートを実施し、希望

者には協定不動産団体と共に助言

を行いました。 

◎ 令和元年５月  空き家総合相談窓

口や二次相談窓口を周知するため、固定資産税納税通知書に空き家に関するパンフレッ

トを同封しました。 

◎ 令和元年６月  湘南ケーブルテレビで町の空き家施策番組を

１か月間・毎日放送しました。 

◎ 令和元年６月  空き家セミナーを開催し、13 名の参加があり

ました。マイホームとあなたのためのライフプランニング公認

不動産コンサルティングマスター廣田裕司氏 

◎ 令和元年８月  産業能率大学との連携協定により、学生イン

ターンシップを受け入れ、空き家相談情報のデジタル化のため

のシステム構築を検討しました。 

◎ 令和２年３月  空き家バンク実施要綱を施行し、「おおいそ防

災･行政ナビ」と全国版空き家バンクへの情報掲載を始めまし

た。土地家屋調査や建築、空き家の解体などに関し、専門家の

知見を空き家問題解決に活用するため、神奈川県土地家屋調

査士会、神奈川県建築士事務所協会平塚支部及び大磯建設協会と新たに協定を締結し

ました。 

(7)令和２年度 

◎ 令和２年８月  広報おおいそに空き家関連特集記事の掲載 

◎ 令和２年８月  空き家バンク利活用登録者による空き家内覧会の開催 

◎ 令和２年９月  地域ケア会議で空き家バンク、低未利用地特別控除など説明 

◎ 令和２年１０月 第 1 回空家等対策協議会の開催 

◎ 令和２年１０月 区長連絡協議会により、空き家マッピング調査(３月時点で 292 件) 

◎ 令和２年１２月 全国版空き家バンクに情報掲載 

◎ 令和３年 3 月  第 2 回空家等対策協議会の開催 

                            
6 地域ケア会議 地域包括支援センターを核に高齢者福祉や介護に関する専門職や行政・地域の民生委員な

どが地域包括ケアシステムの実現に向け、検討・情報共有を行う会議 

図 12 平成 30 年空き家マッピング調査 
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1-4 空き家数の今後の見込み 

空き家の発生要因には、所有者の死亡や転勤・住み替え等の転出が考えられます。 

下記グラフ中の②世帯数は、横ばいで減少はしていませんが、この中には世帯分離を行っ

ている場合もあり、物理的な世帯増の傾向であるかは不明です。また、病院や施設への中長

期入院で不在となる場合は、住民票に異動が無いため、世帯数などの実数を把握することは

困難です。一方で、活発に宅地開発や建築が行われていますが、既存ストックのリサイクルや

除却等が進まなければ、空き家が増加していくことになります。 

総務省住宅土地統計調査では、平成 25 年から平成 30 年で空き家率は減少傾向にある

ように見えますが、大磯町は前述のとおり「その他の住宅」は増加傾向にあります。直近の人

口減(毎年 100 人程度、△0.3％)や住宅数の増加(毎年 30 件程度、＋0.2％)に大幅な変

化が無いと仮定して空き家率を見込むと、令和 10 年度には空き家率が 15.6％まで上昇す

ると予測されます。 

 
図 13 空き家率の推移と将来推計(対策を行わない場合)  

 
 

図 14 一年以上人の出入りが無い空き家の数 

 

区長連絡協議会の協力により､一

年以上人の出入りが無い空き家の

マッピング調査を行った所、平成

30 年は町内全域で２２６件であっ

た空き家が、令和２年には２９２件に

増加していたことが分かりました。 

同じペースで増え続けると、令和

１０年には８００件を超える見込みで

す。 
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(参考)空き家の増加を抑制する方策 

◎ 人口の見込みは変えず、家屋数を毎年 0.1％ずつ減らしていくと、令和５年度には空き

家率が一旦上昇しますが、その後下降に転じ、令和 10 年度には空き家率を 12.8％に

抑えられる見込みとなります。 

 
図 15 空き家率の抑制 

 
 

◎ 世帯数に見合った家屋数の合計と内訳 

 

空き家の除却が進まない場合は、毎年の新築件数を現状の約３分の１まで圧縮しないと、

空き家率を引き下げることはできません。 

 
 

従って、空き家率の引下げにつなげるためには、空き家の除却と空き家の利活用及び低

未利用地等については、隣地との一体活用を推進し、既存ストックをリサイクルする社会構造

への転換が急務であることが分かります。 

 
 

 

  

H29 H30 R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10
186 142 172 - 158 143 128 114 99 85 71 57
97 112 145 - 143 143 143 143 143 143 143 143
89 30 27 - 15 0 -15 -29 -44 -58 -72 -86

15 15 -0 -29 -73 -130 -202 -288
増減

累計

新築

除却

H29 H30 R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10
186 142 172 - 168 163 158 154 149 145 141 137
97 112 145 - 148 153 158 163 168 173 178 183

- 5 10 15 20 25 30 35 40
89 30 27 - 15 0 -15 -29 -44 -58 -72 -86

15 15 -0 -29 -73 -130 -202 -288累計
増減

新築

除却

空き家利活用
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1-5 大磯町の空き家等に関する課題と対策 

参考資料に挙げた空き家等の実態把握･相談の受付状況及び統計データなどから次の課

題が挙げられます。 

 

(1)空き家所有者が相談しやすい仕組み・体制づくり 

平成 26 年度末に、空き家総合相談窓口を開設しましたが、相談の半数以上は、近隣などから

寄せられる苦情となっています。草木の繁茂など適切に管理されていない空き家について、防

災、防犯あるいは景観上の不安を感じていることが分かりました。また、近年は台風等による風

水害・地震への不安も高まっています。所有者にアンケートや通知を行うことで、所有者自身から

の相談も増えており、空き家総合相談窓口と所有者との相談しやすい仕組み・体制づくりが必要

です。 

 

(2)所有者管理責任の周知 

 相談の中には、｢不要な空き家を寄付として町に譲りたい｣、｢除却やリフォームに関する補助制

度がないか｣といった内容や、時間的・金銭的理由から家財処分に着手しない空き家や、取得価

格に比べ売却価格が希望額に満たないために空き家管理を放置し、周辺に悪影響を及ぼしてい

る空き家もあります。 

全国的に、50 歳を過ぎると現居住地以外に住宅を所有している世帯の割合は１割を超えてお

り、大磯町も同様の状況が見込まれます。空き家の管理責任は所有者にあることを説明したうえ

で、空き家予防・管理及び活用策の提案や税制の内容を管理不全になる前から周知することが必

要です。 

 

(3)不動産や建築等に関連する空き家予防の環境整備 

法務省サンプル調査「不動産登記簿における相続登記未了土地調査」を確認すると、中小都市

などでは、最後の登記から 90 年以上経過しているものが 7.0％、70 年以上が 12.0％、50

年以上が 26.6％存在すると報告されています。また、家屋については、大磯町の年間の死亡者

数が 400 人近くであるのに対し、相続手続き中と思われる家屋が 600 件以上となっており、

土地・家屋ともに相続登記手続きの遅れが大量に発生している可能性があります。空き家の中に

は接道要件を満たしていない物件や、土地の境界が分からず管理や処分を放置しているものも

あります。 

不動産や建築等に関する専門家との連携により、課題解決を前広に行う必要があります。 

 

(4)空き家予備群など法務に関する空き家予防の環境整備 

町内住家の 8 割は持ち家で、３割は約 65 歳以上の高齢者のみ世帯となっています。子の世

帯との距離が片道 15 分以内の近い世帯は全体の約半数ですが、子が無い世帯が全体の 20％

（2,500 世帯）となっています。団塊世代が既に後期高齢者に達しているため、今後 10 年～20

年の間は、大量の空き家が発生する可能性があります。また、年齢とともに認知症の有病率も高

まります。 

管理不全や処分しないまま空き家が放置されないように、高齢者の住替え(広すぎる家から手

ごろな大きさ、バリアフリー住宅への住み替えなど)や、遺言書・信託や任意後見制度あるいは事

務委任などを積極的に推進する必要があります。 

生前に住宅処分をすること・準備することへの抵抗感を解消するため、積極的対策が本人や家

族・地域にとってプラスになることを周知し、法務等に関する専門家との連携により、課題解決を

前広に行う必要があります。 
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(5)空き家利活用への意識の醸成 

平成 30 年の区長マッピング調査では、最近１年間人の出入りのない空き家が 226 件確認さ

れ、その所有者・管理者にアンケートを行ったところ「特に相談したいことは無い」が７割を超えま

した。また、総務省住宅土地統計調査では使い道を決めていない「その他の住宅」が全体空き家

の 60%を占め、県下でも極めて高くなっています。 

空き家を資産として利活用することへ所有者の意識転換を促していく必要があります。 

 

(6)空き家を単なる中古住宅から、手ごろで優良な住宅に変える環境整備 

 家屋課税情報では、全体の３割が昭和 56 年以前の旧耐震基準となっています。住宅市場の動

向によると住宅の販売価格は、新築物件が上昇傾向であるのに対し、中古物件は下降傾向にあ

ります。大磯町の 20～29 歳の世代を社会増とするには、空き家の積極的な利活用も有効で

す。耐震改修補助制度を積極的に推進し、空き家の性能を高め優良な住宅として流通させる取組

みが必要です。 

 

(7)事業者の空き家利活用への誘発・連携の強化とインセンティブの整備 

地元企業・大手資本などによる土地活用で、宅地分譲や住宅の建売が行われ、新たな住宅地の

形成が促進され、新築物件に転居することにより、今までの住まいが空き家となってしまうこと

にも拍車が掛かっています。既に形成されている住宅街を有効活用することは、不要なインフラ

整備の膨張を防ぐことにもつながるため、空き家の除却や利活用を図っていくことが最も重要と

なります。 

空き家に関連する事業者の連携を強化し、流通を支援するインセンティブを整備することで空

き家の利活用と除却、隣地との一体利用などを促進する必要があります。 

 

(8)適切な管理が行われていない空き家等（非管理空き家・空き地）対策の実効化 

空き家相談窓口では、複数年にわたり相談が寄せられている非管理空き家があります。所有者

自身が管理処分することが大前提ですが、住宅土地統計調査では、住家のうち約 20％(2,500

世帯)は子がいないと回答しており、引き継ぐ人が存在しないまま空き家になる可能性がある物

件が相当数あり、空き家についても同じことが考えられます。地域に甚大な影響や危険を及ぼし

かねない空き家については、特定空家に該当するか判断し、法的な措置を行うための合理的な

手続きを整える必要があります。 

 

(9)新しい生活様式への柔軟な対応が必要 

コロナ禍を受けて、生活とビジネスのスタイルに変化が起きています。都心を離れて住宅を持

ちたいと希望する個人や、賃料の高いオフィスを引払い地方にビジネスの拠点を置きたいと希望

する事業者等を受け入れるための環境整備の確保に対する支援を行う必要があります。 

高齢化や国際化・家族形態の多様化により、戸建てや集合住宅以外に、シェアハウスへの需要

も高まっています。家屋の用途を変更し活用することについて、支援を行う必要があります。 

(10)空き家に関する基礎資料等の継続的な収集 

町内の空き家・空き地の状況は、常に変動しています。空き家に関する情報を体系的かつ継続

的に収集・分析する手法を確立する必要があります。 

空き家・空き地(耕作放棄地、手入れ放棄山林等を含む)の発生や管理等については、それぞれ

に固有の背景があります。そのため、画一的な対処では難しく、常に実態を踏まえ、継続的に傾向

を把握していく必要があります。  
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第２章 空き家等対策の基本枠組み 

空き家予備軍の把握や非管理空き家に対する施策を推進するため、平成 29 年度から

「大磯町空家等対策に関する指針～既存ストックを活かし未来につなぐためのガイドライン

～」を運用してまいりました。 

空き家の除却や活用にあたり、必要に応じて公的支援を受け入れられる体制や、特定空家

に対する法的措置を実施する体制を整備し、より実効性のある空き家対策を推進していくた

め、大磯町空家等対策計画を策定します。 

 

2-1 基本的な方針 

本計画は、法の趣旨を尊重しつつ本町の実態に合わせ、空き家等に対する適切な管理と

空き家予防を促進します。利活用が可能な空き家等については、本町への移住・兼居、店舗

開設、各種就業・事業及び地域コミュニティなどのニーズに応えていくための方策・措置等の

仕組みを確立し運用することで、利活用を促進し良好な住環境の維持及び地域の活性化に

寄与することを目的とします。 

 
図 16 空き家対策の３つの柱 

 

2-2 位置づけ 

大磯町総合計画や大磯町まちづくり基本計画及び個別計画との整合を図りつつ、現状や

課題を踏まえ、今後の空き家等対策の方針や実施体制等を定めるものです。 

 
図 17 関連計画との整合性
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2-3 計画期間 

関連する大磯町総合計画や大磯町まちづくり基本計画との整合性を図るため、令和３年

＊月から令和 13 年*月の 10 年間を第１期の計画期間とし、定期的に計画の評価・見直しを

行います。 

2-4 目標値 

空き家に関する定義は、所有者・利活用希望者・近隣住民ご

とにその判断基準は異なり、数値目標を設定することは非常に

困難です。 

本計画では、客観的な数値として、総務省が５年ごとに全国

一斉に実施する住宅土地統計調査を基に、地域との協力を得

ながら、町独自の数値も併用していきます。 

 

あくまで空き家は、個人の財

産であり、所有者本人の意向に

より適切に管理されるべきもの

です。将来人口推計などから空

き家の発生は不可避であり、空

き家ゼロを目指すのではなく、管

理不全空き家の発生を可能な限

り抑えることを目標とします。 

 項目 現在値 目標値 考え方 

成

果

目

標 

住宅土地統計調

査の空き家率 

H30 実績 

11.9％ 
R05 時点 

13.2% 

以下 活発な利活用と除却が行

われた場合の推計値 
R10 時点 

12.8% 

以下 1,680 件/14,080 件 

一年以上人の出

入りがないと思

われる空き家数 

R02 実績 

292 件 

R05 時点 
430 件 

以下 特段の利活用と除却が行

われない場合の推計値 
R10 時点 

826 件 

以下 
 

行

動

目

標 

① 

 空き家の状況や所

有者の連絡先など

を把握 

Ｈ30 実績 

23％ 
Ｒ10 時点 

100％ 

アンケート送付や適切な管

理を促す通知等による情報

収集 

② 
予

防 

空き家予防に関す

る情報の発信 

Ｒ01 実績 

8 項目 
Ｒ10 時点 

10 項目 

空き家セミナーや印刷物の

配布・ホームページなどを

活用した情報発信 

③ 
管

理 

管理不全空き家所

有者への個別通知 

R01 実績

100% 
毎年

100％ 
行政介入を必要とする空き

家への助言・指導 

④ 
活

用 

空き家バンク登録

活用件数 

R01 実績 

５件 
Ｒ10 時点 

50 件以上 
年間新規登録数と活用数

の合計 

 成果目標と行動目標の相関性を確認するため、実績数や行動内容を記録します。行動目標

については定期的に見直しを行います。 

実態 

把握 
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2-5 空き家等の調査に関する事項 

空き家等の調査については、予防措置として、空き家等になる前の段階から所有者等に向

けた情報提供や相談対応・関係機関との連携により実態把握に努めます。できる限り既存の

情報、住民等からの情報提供等を活用し、最新の空き家実態把握に努め、具体的な空き家の

予防・管理・活用に向けた基礎資料とします。 

 

(１)総務省住宅土地統計調査などの統計情報の活用 

(２)区長連絡協議会等による地域情報の収集 

(３)水道栓使用料情報(休栓情報)等の活用による空き家情報の把握 

（4）所有者アンケート調査 

（5）利活用希望者アンケート調査 

（6）民間空き家情報の活用 

2-6 運用の対象範囲など 

本計画では、町内全域を対象と

します。 

対象とする空き家について、特

に制限は設けません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-7 空き家を活用したまちづくりビジョンのイメージ 

(1)本町には、歴史、地形などから４つの地域に区分されます。大磯地域、小磯地域、国府南

地域、国府北地域それぞれの住環境を維持し、地域の活性化につながる空き家対策を行い

ます。 

 

(2)町域の約７割は、市街化調整区域となっており、豊かな自然を求める相談を空き家総合

相談窓口では受け付けています。農地付き空き家や里山・中山間地にある空き家について

も、関係部署との連携を図り、空き家対策を行います。 
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2-8 主体別の役割 

 

町の住環境を維持し、地域を活性化していくためには、多様な主体がお互いを尊重しあ

い、対等な立場で連携・協力していくことが大切です。 

空き家については、一義的に所有者の責任ある管理が必要ですが、近隣との良好な関係

づくりや、専門家などとのネットワークを構築し、予防・管理・活用の取組みを進めることも大

切です。町は、それら取組みを積極的に推進・支援していきます。 

 

図 18 主体別の連携相関 
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第３章 空き家対策の実施 

3-1 体制の構築と流れ 

空き家等に関する相談の内容は、所有者等からの利活用や適切な管理に関する相談や空

き家等が周辺に及ぼす悪影響に対する相談の他、行政のどこが専門的に対応しているのか

分かりにくい相談まで多岐にわたります。 

このため、都市計画課に空き家等に関する「一次相談窓口」を設置します。 

3-1-1 空き家相談の流れ 
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3-1-2 空き家関連担当課と関係機関 

 

「空き家総合相談窓口」を空き家等に関する一次相談窓口とし、相談内容に応じて空き家

関連担当課や関連機関へつなぎ、連携して解決に向けた対応を行います。 

 

1 空き家総合相談窓口（一次相談窓口） 都市計画課 

空

き

家

関

連

担

当

課  

 

関

係

機

関 

   

2 適切な管理に係る相談内容について  

 ・建築物の倒壊、老朽化に関すること 都市計画課 

 ・雑草の繁茂に関すること 環境課 

 ・敷地内のごみに関すること 環境課 

 ・害虫や害獣に関すること 環境課 

 ・道路への樹木越境、工作物の悪影響 建設課 

 ・火災の予防に関すること 消防署 

 ・防犯に関すること 警察署、町民課 

 ・耕作放棄地 農業委員会 

 ・里山 産業観光課 

 ・税金に関すること 税務署、県税事務所、税務課 

 

3 

 

利活用に係る相談内容について 
 

 ・耐震改修補助金に関すること 都市計画課 

 ・障害者、高齢者向けサロンなど 福祉課 

 ・子育て施設、学童保育など 子育て支援課 

 ・耕作放棄地の利活用 農業委員会、産業観光課 

 ・山林の利活用 産業観光課 

 ・民泊に関すること 保健所、政策課 

 ・創業者支援に関すること 産業観光課 

 ・土地等の寄付に関すること 財政課 

 ・住宅・土地税制等に関すること 税務署、県税事務所、税務課 

 
・建築基準法に関すること 

 

平塚土木事務所 

 

4 所有者不明土地に関すること 法務局、財政課、都市計画課、町民課、税務課 

 

3-1-3 空き家に関連する法令等 

 

既存不適格建築物・・・・・・・・・・建築基準法 

火災予防・・・・・・・・・・・・・・・・・・消防法、火災予防条例 

道路交通の支障・・・・・・・・・・・・道路法 

廃棄物・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

環境美化・・・・・・・・・・・・・・・・・・大磯町美しいまちづくり条例 

景観・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・景観法、大磯町景観計画 

財産管理制度、相隣など・・・・・民法 

災害時・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・災害救助法､災害対策基本法 

不動産登記情報の通知・・・・・・地方税法 

所有者不明土地・・・・・・・・・・・・所有者不明土地の利用の円滑化に関する特別措置法 
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3-1-4 空家等対策協議会 

 

法第７条に基づき、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関し、空家等対策協議

会を設置します。専門的な観点から多角的な議論を行う必要があるため、本町では次の分野

の人材で組織します。 

 

法務、不動産及び建築に関する学識経験者等 

地域住民の代表者 

福祉、文化等に関する地域代表者 

その他町長が必要と認める者 

 

 

 

3-1-5 空き家等対策担当者会議 

 

 空き家等対策担当者会議では、空き家等に関する相談や苦情などに対応するため情報共

有及び横断的な連携を図ることで、空き家等対策を効率的かつ効果的に推進するために設

置します。空き家等実態調査の実施方法の検討や空き家等に関する施策の横断的な連携及

び検討等を行うとともに、空家等対策協議会に提出する議事等の事前調整を行います。 

 

都市計画課 福祉課 環境課 

税務課 建設課 農業委員会事務局 

町民課 産業観光課 消防署 

 

 

 

3-1-6 専門家団体との連携（二次相談窓口） 

 

不動産取引や法務に関する団体等及び日常管理に関する支援団体等を二次相談窓口とし

て連携を図り「空き家等対策に関する協定」を締結します。協定締結にあたっては、本町から

個人情報を含む情報提供を受けることとなるため、「大磯町個人情報保護条例」(平成12年

大磯町条例第11号)や、その他の法令等の遵守を明記します。 

これにより、町内の空き家等の実態把握や、専門家団体が持つノウハウを活かした空き家

予防や利活用策の提案、情報提供を行うことで、幅広い空き家対策の実施が可能になりま

す。 

相談者のニーズや空き家の課題に応じて、連携する団体を拡充していきます。 
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3-1-7 神奈川県との連携体制 

 

法に基づき国が定める「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本

的な指針」では、都道府県との連携が示されています。 

県は、「公益社団法人かながわ住まいまちづくり協会」内の神奈川県居住支援協議会を事

務局として、空き家相談窓口(広域版)を開設しています。この協議会には、空き家問題対策

分科会を設置しており、大磯町も会員登録をしています。 

空き家相談協力事業者登録制度では、県内の事業者を５つの分野で登録をしています。 

管理流通、建物調査、リフォーム、権利調整、その他（空き家管理等) 

 

 

 

3-1-8 情報技術を活用した相談体制の構築 

 

窓口等での対面相談や、電話・Fax での相談の

他、空き家に関する相談を気軽に 24 時間体制で受

け付けられる専用メールアドレスを開設し、所有者

や利活用希望者あるいは近隣住民からの相談に対

応します。

akiyasoudan@town.oiso.kanagawa.jp 

 

また、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の

影響により始まった新しい生活様式に対応するため

に、非接触・双方向の相談受付体制を検討します。 

 

 

 

3-1-9 空き家・空き地の隣地活用コーディネート 

 

 狭い路地が残るエリアなどでは、接道が確保されていないために放置された空き家・空き

地も散見されます。二次相談機関との連携により積極的な隣地コーディネートを行い適切な

管理・活用を推進します。 

 

 

 

3-1-10 空き家の家財処分、除却の促進 

 

 空き家・敷地の利活用には、家財の処分や空き家の除却が必要ですが、時間的・距離的な要

因により放置されている空き家が散見されます。所有者が自主的に取り組める仕組みや民

間事業者の取り組みなどの情報提供を検討します。 
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3-1-11 空き家に関する情報のデータベース化 

収集した空き家情報等は、個人情報に配慮したうえで、空き家等対策

担当者会議と情報を共有し、相談・苦情解決の資料として活用します。 

過去の相談実績を活かし、新たな空き家問題解決の参考として活用

するために、空き家情報のデータベース化を行います。 

中でも特定空家に対する措置の内容及びその履歴についても併せて

記載し、継続的な状況把握を行います。 

⇒⇒P14 2-4 行動目標① 

3-1-12 民間空き家情報の活用 

従来の空き家等対策の入り口は、所有者からの相談、地域住民からの苦情を中心とした通

報となっていますが、空き家は、時間が経過するほど問題が複雑化し、解決に長い時間と多

大な労力が必要になります。町への相談や通報を待つことなく、所有者と地域事業者が繋が

りやすい環境を整備することで、所有者による自主的な予防・管理・活用を促します。 

 

町は、専門事業者が整備する空き家データベースを活用し、空き家の実態を把握するとと

もに、空き家の予防策の周知を行い、管理不全空き家・特定空家対策を進めます。 

民間事業者は、データベースから不動産情報を仕入れ、活発な経済活動を行い、所有者は

自ら解決策を探すことが容易になります。地域の民間事業者のノウハウを最大限に活用し、

空き家の発生しにくい地域・空き家の問題解決がスムーズな地域を目指します。 

 

 
図 19 官民連携型空き家マネジメント 

 

 
 

 

 

併せて、個別の空き家の取引だけにとどまらない、空き家群マネジメントを行う事業体の

参入を促します。これにより、空き家・空き室、空き地など大磯町内の遊休資産を居住用・事

業用、趣味用等の多様な用途に向けた活用を促進し、住環境の維持・地域の活性化を図りま

す。  
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3-2 具体的な施策 

 空き家の予防・管理・活用を大きな柱として、次の具体的な施策に取り組みます。 

3-2-1 空き家の予防の促進 

 
 

 

空き家等に関する実態把握を元に、多様な媒体で情報提供・意識啓発を行い、「一人一人

が、空き家を予防する。」まちづくりを行います。 

 

多様な空き家予防策を分かりやすく周知します。不動産の処分については、「所有者が生

きているうちは手を付けられない」と答える親族が多く見受けられます。現代の長寿社会で

は、所有者が亡くなった時点で相続人も高齢者になり身体的・精神的そして金銭的にも有効

な手段を実施できなくなっている可能性があります。事前に行う予防策やその準備について

周知を行い、必要に応じて専門家への相談につなげます。 

⇒⇒P14 2-4 行動目標② 

① 広報おおいそ、ホームページ等による情報発信を行います。 

 

② 固定資産税納税通知書を活用した所有者への個別周知を行い

ます。 

 

③ 区長連絡協議会や地域ケア会議等との連携による意識啓発を

行います。 

 

④ 出前講座を行います。 

 

⑤ 空き家・住宅に関連する税制上の優遇策・メリットの紹介を行います。 

 

⑥ 所有者の死亡や転出、介護や療養などをきっかけに空き家になっている状況が多いた

め、戸籍や介護保険・障がい者福祉の担当窓口等での空き家総合相談窓口の周知を行い

ます。 

 

⑦ 情報提供については、町広報やリーフレット・ホームページ等での周知や対面での講演

会・相談会を基本としますが、空き家の所有者は町外・国外に居住している場合もあるた

め「おおいそ防災・行政ナビ」や SNS など多様な情報技術の活用を今後も検討していき

ます。 

 

⑧ 空き家予防(対策)として、所有者・管理者は、権利の整理や境界の確定・測量、接道確保

あるいは家屋の修繕など、様々な対策が必要になります。空き家の状況によって異なる

対応策を知るためのセミナーや相談会を開催します。 

 

⑨ 空き家予防者の支援として、国庫補助金などの支援策や町の将来的財政状況を見極め

ながら補助制度や貸付金制度などを検討します。 
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【参考】 

 

ここにあるのは、一例です。 

事業を行っている場合は、事業継承に向けた準備も必要です。 
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3-2-2 空き家の適切な管理の促進 

 

 
 

 

近隣住民や区長連絡協議会などから入手した通報・相談について、まずは現地確認を行

い、行政が介入すべき状況にあるか判断した上で、必要な情報提供を所有者に行い、「所有

者自身が空き家の適切な管理をする。」ことを支援します。 

 

空き家の問題は、所有者が解決すべきものです。通報や相談の内容が、そのまま放置する

と保安、衛生、景観等の地域住民の住環境に深刻な影響を及ぼしかねないと予見され、管理

不全の状況が社会通念上許容しがたい状況にある場合は、所有者に空き家の状況を分かり

やすく伝え、本人による適切な管理を促します。所有者の意向に沿って、二次相談窓口など

の専門家へつなぎます。⇒⇒P14 2-4 行動目標③ 

 

① 適切な管理を促す場合には、ポスティングを行う他、不動産登記簿や固定資産税情報・戸

籍情報や近隣コミュニティ情報も活用し、所有者や管理者・法定相続人の把握に努めま

す。個人情報の保護を前提に、地域からの通報・相談を受け、所有者自らが地域との連絡

手段を持つように促します。 

 

② 空き家は地域を構成する一部でもあります。コミュニティの中で、空き家の予防と問題解

決をすることを支援します。 

 

③ 空き家は時間が経過するほど建物自体が劣化し、権利関係も複

雑になり、問題解決が困難になります。地域との連携を図り、空

き家の早期把握を目指します。また、空き家問題への関心が高

まる中、空き家に特化した団体の発足や企業との連携も検討

し、空き家の早期発見・早期対応の体制構築を行います。 

 

④ 空き家所有者からの相談は、空き家の管理方法や家財の整理や空き家の除却に関する

ものが多くなっています。空き家管理サービスや家財の処分や保管・リサイクルを行う事

業者や除却を行う事業者情報の提供を行うとともに、空き家になる前から計画的に不要

家財を減らすことなどについて周知します。 

 

⑤ 周辺に著しい悪影響を及ぼす空き家が、特定空家として認定された場合は、法に則った

対処を行います。 

 

⑥ 管理不全空き家の初回相談受付から問題解決に至る経過を特定空家判断の資料として

活用するため資料の長期保存について、検討を行います。 

 

⑦ 空き家管理者の支援として、国庫補助金などの支援策や町の将来的財政状況を見極め

ながら補助制度や貸付金制度などを検討します。 
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【参考】 

空き家サービスの例(地域には、他にも同様のサービスを行う事業者があります。) 

 

 

 

 

 

  

空き家管理登録者数 

 

平成 30 年度末・・・・・ 4 人 

令和元年度末・・・・・・・ 5 人 

令和 2 年 12 月末・・ 3 人 

 

ふるさと納税返礼品活用者数 

 

令和 2 年 12 月・・・ 3 人 

大磯町シルバー人材センター 

空き家管理サポート リーフレット 
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3-2-3 空き家の利活用の促進 

 
 

空き家が地域の負の資産とならないよう空き家の利活用を促進し、地域の活性化を図り

「魅力ある快適なくらし空間の形成」を目指します。 

 

空き家(除却した跡地を含む)の利活用を促進させるため、町の

ホームページにより空き家情報と借りたい人の情報を発信しま

す。全国版空き家バンクも活用し、空き家の利活用促進と地域の

活性化を図ります。 

利活用の好事例を積極的に周知することで、所有者の意識改革

を行い、潜在空き家等の活用を促します。⇒⇒行動目標④ 

 

① 空き家空き地の活用を希望する所有者及び利活用希望者が抱える阻害要因を解決する

ため、関係各課や二次相談窓口を始めとした専門家などにつなぐ仕組みを構築します。

町のエリアマネジメントや空き家に関する大磯町の対策を理解し協力する事業者・専門

家や NPO・共同事業体を紹介できる仕組みの構築も行います。 

 

② 住居専用区域が大部分を占める本町では、店舗や集会所としての利用が困難な地域も

あります。また、狭小な道路に面しているため、通常では再建築が困難な空き家について

は、隣地との一体的な活用を進めるなど、まち並みや住環境を維持しながら、地域の活

性化につながる空き家の活用を支援します。 

 

③ 地域のポケットパークや災害時の避難所・観光交流施設などの公的施設としての活用

や、住宅確保要配慮者向けシェアハウスとしての活用も有効です。建築基準法などの関

係法令を遵守し、地域で不足している施設としての利活用を促進します。 

 

④ 利活用希望者の中には、都会を離れた里山環境での居住を望む声もあります。新たな生

活様式では、リモートワークを基本とし、必要に応じて都心部へ通勤するといった大磯町

の立地的利点が高まります。この利点を最大限に活かす取り組みを促進します。 

 

⑤ 昭和 56 年５月以前に建築された木造住宅については、住宅耐震補強工事の勧奨を行

います。 

 

⑥ 空き家等を利活用し創業しようとする場合に活用できる「大磯町創業者支援利子補給金

交付制度」について周知を行います。国などが進める「空き家の住宅確保要配慮者円滑

入居賃貸住宅への活用」や「空家譲渡所得の 3,000 万円特別控除」あるいは「低未利用

地の長期譲渡所得の 100 万円特別控除」などの関連施策や税制を周知します。 

 

⑦ 空き家利活用者の支援として、国庫補助金などの支援策や町の将来的財政状況を見極

めながら補助制度や貸付金制度などを検討します。 
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【参考】 

地域の活用例
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第４章 特定空家等の判断に関すること  

 

空家特措法第２条第２項では、特定空家の定義を次のとおり定めています。 

 

1.そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 

2.そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 

3.適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 

4.その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 

 

空き家特措法第９条第２項に基づく立入調査及び空家特措法第 14 条に基づく措置は、い

ずれも特定空家等の所有者にとっては不利益を伴う処分を含みます。 

 

特定空家等の判断基準や、特定空家等の所有者等に対して必要な措置を助言・指導する

段階から、最終的には代執行を行うに至る段階までの具体的な手続きの内容等を記載した

国のガイドラインを基本に、本町の実情に応じた判断基準までを定めます。 

 

4-1 特定空家等の判断基準 

 

空き家に関する通報や相談を受けた場合には、行政が介入すべき状況であるか、法による

措置以外に有効な手法が存在しないかを現地調査や所有者調査で客観的に確認し、適正な

管理を促す通知や二次相談窓口などによる情報提供を実施した上でも改善等がみられない

場合に、特定空家等調査班により空家の状況と周辺地域に悪影響が及ぶ可能性があるかを

調査し、大磯町空家等対策協議会での協議を経て、町が認定を行うこととします。 

特定空家として認定後の措置については、特定空家等対策庁内連絡会において対応を行

い、大磯町空家等対策協議会へ報告を行うこととします。 

 

4-1-1 行政の関与の要否の判断と他の法令等に基づく諸制度との関係 

空き家は私有財産であり、所有者や管理者・法定相続人との接触を試み、相当程度の猶予

を設けて対処します。ただし「行政として過失なく所有者等を確知できないとき」は、別とし

ます。 

 

地域コミュニティや民間資本の手法、関連する法令に照らして対処・指導できないものに

限り、行政として介入すべき必要性と妥当性を客観的に判断します。 

4-1-2 特定空家等の判断に関わる組織 

特定空家等調査班  特定空家等対策庁内連絡会 

班長 都市計画課まちづく

り担当課長 

会長 副町長 

副会長 都市建設部長 

副班長 建築士又は被災建築

物応急危険度判定士

資格等を有する職員 

委員 政策総務部長 

委員 参事危機管理担当 

委員 産業環境部長 

  委員 消防本部消防長 
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4-1-3 特定空家等の判断フロー 
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4-1-4 大磯町特定空家判断基準 

 

 

 

 
「現状、近隣影響及び予見」の全てに該当が無くても、該当となる場合もある。 
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「現状、近隣影響及び予見」の全てに該当が無くても、該当となる場合もある。 
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特定空家等に対する措置実施にあたっては、国ガイドラインや行政不服審査法及び関係法

令を参考に、適切に実施することとする。 

 

各通知等には、下記を記載する必要性がある 

① 措置の内容が特定空家等の全部の除却であり、動産等がある場合は、その動産の措置 

② 代執行により発生した廃棄物や危険を生ずる恐れがある動産の処理 

③ 相当の価値ある動産等や社会通念上処分をためらう動産への対応 

  


